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(57)【要約】
【課題】フィルタを保持するフィルタ保持部を試料台の
流体セルに取り付けることによって、走査型プローブ顕
微鏡と別個の濾（ろ）過装置を使用することなく、流体
に含有された試料を容易に、かつ、効率よく観察するこ
とができるようにする。
【解決手段】走査型プローブ顕微鏡の観察対象となる試
料を保持する試料台１０であって、前記試料を含有する
流体が導入される流体セル１１と、前記流体の通過を許
容するとともに前記試料の少なくとも一部が付着するフ
ィルタ１５を含むフィルタユニットとを備え、前記流体
セル１１は流体導入口を含み、前記フィルタユニットは
、流体排出口を含み、前記流体セル１１の一面に取り付
けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査型プローブ顕微鏡の観察対象となる試料を保持する試料台であって、
　前記試料を含有する流体が導入される流体セルと、
　前記流体の通過を許容するとともに前記試料の少なくとも一部が付着するフィルタを含
むフィルタユニットとを備え、
　前記流体セルは流体導入口を含み、
　前記フィルタユニットは、流体排出口を含み、前記流体セルの一面に取り付けられるこ
とを特徴とする試料台。
【請求項２】
　前記流体は、前記流体導入口から前記流体セル内に導入され、前記フィルタを通過した
後、前記流体排出口から排出される請求項１に記載の試料台。
【請求項３】
　前記流体導入口から前記流体セル内に導入されて前記流体排出口から排出される前記流
体の総流量に応じて、前記フィルタに付着する試料の量が変化する請求項２に記載の試料
台。
【請求項４】
　前記流体セルは、前記フィルタに付着した試料を観察するプローブユニットを含む請求
項１～３のいずれか１項に記載の試料台。
【請求項５】
　前記フィルタに付着した試料は、前記流体中で前記プローブユニットによって観察され
る請求項４に記載の試料台。
【請求項６】
　前記フィルタユニットは、スキャナに取り付けられるとともに、前記プローブユニット
に対して変位可能となるように前記流体セルに流体密に取り付けられる請求項４又は５に
記載の試料台。
【請求項７】
　前記プローブユニットは、スキャナを介して前記流体セルに取り付けられる請求項４又
は５に記載の試料台。
【請求項８】
　前記流体排出口から洗浄用流体が導入されると、前記フィルタに付着した試料は、前記
フィルタから除去される請求項１～７のいずれか１項に記載の試料台。
【請求項９】
　前記走査型プローブ顕微鏡は、原子間力顕微鏡である請求項１～８のいずれか１項に記
載の試料台。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の試料台を含む走査型プローブ顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試料台及び走査型プローブ顕微鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、微小な試料を観察するために、原子間力顕微鏡（Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍ
ｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：ＡＦＭ）等の走査型プローブ顕微鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｐｒｏｂ
ｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：ＳＰＭ）が使用されている。
【０００３】
　該走査型プローブ顕微鏡は、観察対象となる試料と先端を尖（とが）らせた探針との間
に働く多様な物理量を検出することによって、前記試料の表面形状や物性を測定する顕微
鏡の総称である。また、前記原子間力顕微鏡は、観察対象となる試料の近傍に保持された
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探針と前記試料との間に働く相互作用を、前記探針が先端に取り付けられたカンチレバー
やチューニングフォークの変位又は振動特性の変化として検出し、前記相互作用の値を一
定に保ちながら前記試料の表面を走査することによって、前記試料の凹凸形状を画像化す
る装置である。
【０００４】
　そして、前記走査型プローブ顕微鏡の観察対象となる試料を保持するための試料台は、
一般的には、樹脂、金属等を削り出すことによって作製される。また、一般的に、前記試
料台は、試料表面を２次元方向に走査し、かつ、探針と試料との間の距離を制御するため
のスキャナに取り付けられて使用される。また、前記試料は、接着剤等によって試料台に
固定される。なお、前記試料が微小で試料台に直接固定することができない場合には、前
記試料をマイカ、グラファイト等から成る平坦（たん）な基板の表面に固定した後、該基
板を試料台に固定する。また、前記試料が液体中に懸濁された物質（例えば、細胞）の場
合には、前記液体をメンブランフィルタ等のフィルタを通して吸引濾（ろ）過することに
よって試料をフィルタの表面に吸着させた後、該フィルタを試料台に固定する（例えば、
非特許文献１及び２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】木暮一啓、「ＡＦＭの海洋細菌への応用」、電子顕微鏡、 Vol.38, No.
2(2003),pp.83-85.
【非特許文献２】T. Nishino, E. Ikemoto, and K. Kogure,“Application of Atomic Fo
rce Microscopy to Observation of Marine Bacteria”, Journal of Oceanography vol.
 60, 2004, pp.219-225.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の試料台では、フィルタによる吸引濾過は、走査型プローブ顕
微鏡とは別個の濾過装置で行う必要があった。また、フィルタを試料台に固定するために
は、手動で濾過装置から取り外し、試料台に固定する必要がある。このため、作業者は走
査型プローブ顕微鏡の近くに居らねばならず、作業の効率化に限界がある。また、遠隔操
作で試料を採取し、試料台に固定することには制限がある。
【０００７】
　さらに、液体中に懸濁された試料をフィルタを通して吸引濾過してフィルタの表面に吸
着させた後、該フィルタを試料台に固定するためには、一度液体を除去した後、フィルタ
を試料台に固定する必要がある。しかし、液体を除去することによって、試料が変性する
可能性があるので、観察可能な試料には制限がある。
【０００８】
　本発明は、前記従来の問題点を解決して、フィルタユニットを試料台の流体セルに取り
付けることによって、走査型プローブ顕微鏡と別個の濾過装置を使用することなく、流体
に含有された試料を容易に、かつ、効率よく観察することができる試料台及び走査型プロ
ーブ顕微鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そのために、本発明の試料台においては、走査型プローブ顕微鏡の観察対象となる試料
を保持する試料台であって、前記試料を含有する流体が導入される流体セルと、前記流体
の通過を許容するとともに前記試料の少なくとも一部が付着するフィルタを含むフィルタ
ユニットとを備え、前記流体セルは流体導入口を含み、前記フィルタユニットは、流体排
出口を含み、前記流体セルの一面に取り付けられる。
【００１０】
　本発明の他の試料台においては、さらに、前記流体は、前記流体導入口から前記流体セ
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ル内に導入され、前記フィルタを通過した後、前記流体排出口から排出される。
【００１１】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記流体導入口から前記流体セル内に導
入されて前記流体排出口から排出される前記流体の総流量に応じて、前記フィルタに付着
する試料の量が変化する。
【００１２】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記流体セルは、前記フィルタに付着し
た試料を観察するプローブユニットを含む。
【００１３】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記フィルタに付着した試料は、前記流
体中で前記プローブユニットによって観察される。
【００１４】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記フィルタユニットは、スキャナに取
り付けられるとともに、前記プローブユニットに対して変位可能となるように前記流体セ
ルに流体密に取り付けられる。
【００１５】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記プローブユニットは、スキャナを介
して前記流体セルに取り付けられる。
【００１６】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記流体排出口から洗浄用流体が導入さ
れると、前記フィルタに付着した試料は、前記フィルタから除去される。
【００１７】
　本発明の更に他の試料台においては、さらに、前記走査型プローブ顕微鏡は、原子間力
顕微鏡である。
【００１８】
　本発明の走査型プローブ顕微鏡においては、試料台を含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、流体に含有された試料を容易に、かつ、効率よく観察することができ
る試料台及び走査型プローブ顕微鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態における試料台の構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるフィルタ部の実物の写真である。
【図３】本発明の実施の形態における試料台に試料を導入する方法を説明する断面図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態における試料台に導入された試料を原子間力顕微鏡で観察し
た結果を示す写真である。
【図５】本発明の実施の形態における試料台から試料を排出する方法を説明する断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２２】
　図１は本発明の実施の形態における試料台の構成を示す断面図である。
【００２３】
　図において、１０は、本実施の形態における走査型プローブ顕微鏡の試料台であり、前
記走査型プローブ顕微鏡の観察対象となる試料を保持する装置である。なお、前記走査型
プローブ顕微鏡の構成については、前記試料台１０を除いて、図示が省略されている。
【００２４】
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　前記走査型プローブ顕微鏡は、「背景技術」の項で説明したような観察対象となる試料
と先端を尖らせた探針との間に働く多様な物理量を検出することによって、前記試料の表
面形状や物性を測定する顕微鏡であれば、いかなる種類の顕微鏡であってもよく、例えば
、走査型トンネル顕微鏡、走査型磁気力顕微鏡、走査型ＳＱＵＩＤ顕微鏡、走査型ホール
素子顕微鏡、走査型ケルビンプローブフォース顕微鏡、走査型マクスウェル応力顕微鏡、
静電気力顕微鏡、走査型圧電応答顕微鏡、走査型非線形誘電率顕微鏡、走査型近接場光顕
微鏡、走査型イオンコンダクタンス顕微鏡等であってもよいが、原子間力顕微鏡であるこ
とが最も望ましい。
【００２５】
　該原子間力顕微鏡は、「背景技術」の項で説明したように、観察対象となる試料の近傍
に保持された探針と前記試料との間に働く相互作用を、前記探針が先端に取り付けられた
カンチレバーやチューニングフォークの変位又は振動特性の変化として検出し、前記相互
作用の値を一定に保ちながら前記試料の表面を走査することによって、前記試料の凹凸形
状を画像化する装置である。
【００２６】
　ところで、原子間力顕微鏡等の走査型プローブ顕微鏡は、外部からの音響雑音等を除去
するために重い除振台の上に取り付けられることが多く、そのため、装置全体の移動に労
力がかかることから、実験室内に据え付けて使用されるのが一般的であった。
【００２７】
　しかし、近年では、小型で持ち運び可能な原子間力顕微鏡等の走査型プローブ顕微鏡は
、既に実用化されている（例えば、非特許文献３参照。）。
【非特許文献３】T. Mutsuo, T. Nakazawa, T. Niino, A. Yamamoto, B. Kim, Y. Hoshi,
 K. Ikeda, M. Michihata,  and H. Kawakatsu, “Fabricating Five Atomic Force Micr
oscopes with an Extremely Low Budget -A Student Project-”, Japanese Journal of 
Applied Physics, Vol. 43, No. 7B, 2004, pp.4615-4618。
【００２８】
　また、小型で持ち運び可能な原子間力顕微鏡等の走査型プローブ顕微鏡として、ブルカ
ー社が製造する製品名「Ｉｎｎｏｖａ」、株式会社日立ハイテクサイエンスが製造する製
品名「小型汎（はん）用ユニットＡＦＭ５１００Ｎ」、ナノサーフ社が製造するモジュラ
ーＡＦＭシステムである製品名「Ｅａｓｙｓｃａｎ２ＡＦＭ」、ソフトワークス社が輸入
する製品名「ハンディＡＦＭ」等が市販されている。
【００２９】
　そこで、本実施の形態では、前記走査型プローブ顕微鏡がこれらのような小型で持ち運
び可能な原子間力顕微鏡であるものとして説明する。なお、本実施の形態において、走査
型プローブ顕微鏡又は原子間力顕微鏡は、制御用のコンピュータ等をも含むものとする。
また、原子間力顕微鏡の全体的な構成及び動作については、非特許文献３にも示されてい
るように、既知であるので、その説明を省略する。
【００３０】
　図に示されるように、本実施の形態における試料台１０は、流体セル１１と、フィルタ
ユニットとしてのフィルタ保持部１４とを備える。前記流体セル１１は、上板部１１ａ、
下板部１１ｂ及び側板部１１ｃを備えるとともに、前記上板部１１ａ、下板部１１ｂ及び
側板部１１ｃによって周囲を画定された内部空間としての空洞部１１ｅを備えている。な
お、前記流体セル１１は、いかなる形状のものであってもよいが、図に示されるように、
上板部１１ａと下板部１１ｂとが互いに平行であり、上板部１１ａの側端と下板部１１ｂ
の側端とが側板部１１ｃによって連結された扁（へん）平な中空円筒状又は中空角筒状の
形状の部材であることが望ましい。
【００３１】
　そして、前記流体セル１１の空洞部１１ｅ内には、走査型プローブ顕微鏡である原子間
力顕微鏡のプローブとして機能するプローブユニット２１が配設されている。該プローブ
ユニット２１は、カンチレバー２１ａと該カンチレバー２１ａの先端に取り付けられた尖
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った探針２１ｂとを備え、前記カンチレバー２１ａの基端がプローブ固定部２２を介して
流体セル１１に取り付けられている。なお、図に示される例において、前記プローブユニ
ット２１は、上板部１１ａによって構成される流体セル１１の上面に取り付けられている
が、他の面に取り付けられていてもよい。さらに、前記プローブユニット２１の構成及び
動作については、通常の原子間力顕微鏡のプローブと同様であるので、その説明を省略す
る。
【００３２】
　前記プローブユニット２１は、前記探針２１ｂの先端が試料と接触する接触法（コンタ
クトモード）によって試料を観察するものであってもよいし、前記探針２１ｂの先端を強
制振動させるタッピング法（タッピングモード）によって試料を観察するものであっても
よいし、前記探針２１ｂの先端が試料と接触しない非接触法（ノンコンタクトモード）に
よって試料を観察するものであってもよい。
【００３３】
　また、前記フィルタ保持部１４は、フィルタ１５を保持する部材であって、前記流体セ
ル１１の一面に取り付けられる。なお、前記フィルタ保持部１４は、必ずしもフィルタ１
５と別個の部材である必要はなく、フィルタ１５と一体的に製造された部材であってもよ
い。また、図に示される例において、前記フィルタ保持部１４は、下板部１１ｂによって
構成される流体セル１１の下面に取り付けられているが、他の面に取り付けられていても
よい。さらに、前記フィルタ１５は、単一のフィルタ部材であってもよいが、本実施の形
態においては、上部フィルタ部材１５ａと下部フィルタ部材１５ｂとを積層したものとし
て説明する。
【００３４】
　前記上部フィルタ部材１５ａは、いかなる種類のフィルタであってもよいが、表面に試
料が付着する部材であるので、試料に化学的又は物理的な影響を与えない部材であること
が望ましく、例えば、フッ素樹脂、セルロースアセテート等から成る孔（こう）径が揃（
そろ）った多孔性の膜であるメンブランフィルタと称されるフィルタであることが最も望
ましい。なお、メンブランフィルタは各種のものが市販されているので、観察対象である
試料の種類に適合した孔径等の性質を備えるものを適宜選択することができる。
【００３５】
　また、前記下部フィルタ部材１５ｂは、いかなる種類のフィルタであってもよいが、上
部フィルタ部材１５ａを支持する部材であるので、比較的高い強度を備えた部材であるこ
とが望ましく、例えば、ステンレス鋼等の金属粉を焼結した多孔体である焼結フィルタで
あることが最も望ましい。なお、前記下部フィルタ部材１５ｂは、不要であれば、省略す
ることもできる。
【００３６】
　そして、前記フィルタ保持部１４は、前記流体セル１１の下板部１１ｂに形成された下
面開口１１ｄを塞（ふさ）ぐようにして、前記下板部１１ｂに取り付けられる。なお、前
記フィルタ保持部１４の周縁と下面開口１１ｄの周縁との間は、柔軟性を備えるシール部
材１３によって塞がれる。該シール部材１３は、柔軟に変形可能であって、かつ、空洞部
１１ｅ内に導入された流体の漏出を防止可能な部材であればいかなる種類の部材であって
もよいが、例えば、シリコーン樹脂等の柔軟性を備える樹脂から成るメンブレン（皮膜）
、Ｏ－リング等であることが望ましい。これにより、前記フィルタ保持部１４は、流体セ
ル１１及び該流体セル１１に取り付けられたプローブユニット２１に対して変位可能とな
るように流体セル１１に取り付けられ、かつ、前記フィルタ保持部１４は流体セル１１に
流体密に、すなわち、フィルタ保持部１４の周縁と下面開口１１ｄの周縁との間を流体で
ある気体又は液体が通過不能なように、取り付けられる。なお、前記流体セル１１は、図
示されない支持部材に変位不能に固定されている。
【００３７】
　また、前記フィルタ保持部１４内におけるフィルタ１５より外側（図における下側）に
は、フィルタ外側空間としてのフィルタ外空洞部１４ａが形成されている。さらに、前記
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フィルタ保持部１４の下面には、流体排出口としての流体排出管１６が接続されている。
該流体排出管１６の内部に形成された連通孔１６ａは、前記フィルタ外空洞部１４ａに連
通しているので、前記流体セル１１の空洞部１１ｅからフィルタ保持部１４を通過してフ
ィルタ外空洞部１４ａに流入した流体は、前記流体排出管１６の連通孔１６ａを通って試
料台１０の外部に排出される。
【００３８】
　さらに、前記フィルタ保持部１４の下部は、フィルタ支持台１８に取り付けられる。該
フィルタ支持台１８は、フィルタ保持部１４を走査するための装置であり、例えば、原子
間力顕微鏡において一般的に使用されているＸ－Ｙ－Ｚピエゾステージ等から成るスキャ
ナである。これにより、フィルタ保持部１４を流体セル１１に対してＸ－Ｙ－Ｚ方向、す
なわち、３次元方向に変位させることができ、したがって、上部フィルタ部材１５ａの表
面に付着した試料をプローブユニット２１の探針２１ｂに対して走査させることができる
。なお、図に示される例において、前記流体排出管１６は、フィルタ支持台１８の中を通
過し、その下端がフィルタ支持台１８の下面より下方に突出するように配設されている。
【００３９】
　また、前記流体セル１１の側板部１１ｃの一部には流体導入口としての流体導入管１２
ａが接続され、前記側板部１１ｃの他部には流体補助排出口としての流体補助排出管１２
ｂが接続されている。そして、試料を含有した流体は、前記流体導入管１２ａから流体セ
ル１１の空洞部１１ｅ内に導入され、フィルタ保持部１４を通過した後、流体排出管１６
から排出される。なお、前記流体補助排出管１２ｂは、通常は閉止されて使用されず、例
えば、空洞部１１ｅ内を洗浄するために導入された洗浄用流体を排出する場合等に開放さ
れるものであり、不要であれば、省略することもできる。
【００４０】
　次に、前記フィルタ保持部１４及びフィルタ支持台１８の構成について詳細に説明する
。
【００４１】
　図２は本発明の実施の形態におけるフィルタ部の実物の写真である。なお、図において
、（ａ）はフィルタ支持台を取り外した状態を示す写真、（ｂ）はフィルタを取り外した
状態を示す写真、（ｃ）はフィルタ支持台を取り付けた状態を示す写真である。
【００４２】
　本発明の発明者は、図２に示されるようなフィルタ保持部１４及びフィルタ支持台１８
を実際に製造した。図２（ａ）に示されるように、フィルタ保持部１４と流体排出管１６
とは、ともに一体的に形成され、概略漏斗状の部材を構成している。また、図２（ｂ）に
示されるように、フィルタ保持部１４は、円筒形の本体と、該本体に螺（ら）合されるフ
ランジ部材を含み、フィルタ１５は、フランジ部材と本体の上端との間に挟み込まれるこ
とによって保持される。さらに、図２（ｃ）に示されるように、スキャナとして機能する
フィルタ支持台１８は、ピエゾ素子から成る概略円筒形のＸ－Ｙ－Ｚステージであり、フ
ィルタ保持部１４がフィルタ支持台１８に取り付けられると、流体排出管１６が概略円筒
形のフィルタ支持台１８の中心に形成された貫通孔に挿入された状態となる。
【００４３】
　なお、図２に示されるようなフィルタ保持部１４及びフィルタ支持台１８の形状並びに
構造は、一例に過ぎないものであって、これに限定されるものでなく、適宜変更すること
ができる。例えば、フィルタ保持部１４は、必ずしも円筒形である必要はなく、角筒形そ
の他の形状であってもよい。また、例えば、流体排出管１６は、必ずしもフィルタ保持部
１４の下面に接続されて下方に延在するものである必要はなく、フィルタ保持部１４の側
面に接続されて側方に延在するものであってもよい。さらに、例えば、フィルタ支持台１
８は、必ずしも円筒形である必要はなく、直方体その他の形状であってもよい。
【００４４】
　次に、前記試料台１０に観察対象となる試料を導入する方法について説明する。
【００４５】
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　図３は本発明の実施の形態における試料台に試料を導入する方法を説明する断面図、図
４は本発明の実施の形態における試料台に導入された試料を原子間力顕微鏡で観察した結
果を示す写真である。なお、図４において、（ａ）は低倍率の撮像写真、（ｂ）は高倍率
の撮像写真であって（ａ）の要部を拡大した写真である。
【００４６】
　本実施の形態においては、観察対象となる試料を含有する流体を流体導入管１２ａから
流体セル１１内に導入し、前記流体をフィルタ１５を通過させた後、流体排出管１６から
排出することによって、前記フィルタ１５の表面に前記試料を付着させ、該試料を観察す
るようになっている。なお、図３において、２５は、フィルタ１５の表面、より具体的に
は、上部フィルタ部材１５ａの表面に付着した試料としての観察試料である。
【００４７】
　この場合、図示されない流体供給源に他端が接続された管路の一端を前記流体導入管１
２ａに接続し、図示されない排出流体収容部に他端が接続された管路の一端を前記流体排
出管１６に接続するとともに、前記管路の少なくとも一方に流体ポンプを配設して、前記
流体の流体セル１１内への導入及び流体セル１１からの排出を行うことが望ましい。
【００４８】
　なお、前記流体は、空気、蒸気等の気体であっても、水等の液体であっても、気体と液
体とが混合した気液二相流であってもよい。また、前記試料は、空気中又は水中の微生物
、生体分子、粉塵（じん）、金属粒子、鉱物粒子、有機物粒子、無機物粒子等であるが、
走査型プローブ顕微鏡の観察対象となり得るものであれば、いかなる種類のものであって
もよい。
【００４９】
　ここでは、説明の都合上、前記流体が海水であり、前記試料が海水中の微生物である場
合について説明する。なお、プローブユニット２１を水中乃至液中で使用可能にすること
は、周知の技術である（例えば、特許文献１～３参照。）。
【特許文献１】特開平７－１７４７６７号公報
【特許文献２】特開平１０－１７０５２７号公報
【特許文献３】特開２０００－６５７１１号公報
【００５０】
　この場合、海水を図示されないポンプによって送出し、図３における矢印Ａで示される
ように、海水を流体導入管１２ａから流体セル１１の空洞部１１ｅ内へ導入する。該空洞
部１１ｅ内へ導入された海水は、上部フィルタ部材１５ａ及び下部フィルタ部材１５ｂを
通過してフィルタ外空洞部１４ａ内に流入した後、図３における矢印Ｂで示されるように
、該フィルタ外空洞部１４ａから流体排出管１６の連通孔１６ａを通って試料台１０の外
部に排出される。なお、流体補助排出管１２ｂは閉止されているものとする。
【００５１】
　また、例えば、原子間力顕微鏡が小型で持ち運び可能なものであれば、原子間力顕微鏡
を船舶に積み込んで所望の海域に赴き、該海域における海水を採取し、採取した海水を流
体セル１１の空洞部１１ｅ内へ導入することができる。
【００５２】
　前記海水に含有されている微生物のような試料は、多孔性の上部フィルタ部材１５ａの
孔（あな）を通過することができないので、少なくともその一部が上部フィルタ部材１５
ａの表面に付着し、観察試料２５となる。なお、前記上部フィルタ部材１５ａの孔径は、
前記試料の少なくとも一部の大きさよりも小さくなるように、前記試料の種類に応じて選
択される。さらに、観察に適したサイズの試料を採取するために、プレフィルタを採用す
ることもできる。例えば、前記上部フィルタ部材１５ａの孔径よりも大きな孔径の孔が形
成された多孔性のフィルタ部材をプレフィルタとして採用し、流体導入管１２ａ等に設け
ることにより、所定のサイズ以下の試料のみが上部フィルタ部材１５ａの表面に付着する
ようにすることができる。
【００５３】
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　また、上部フィルタ部材１５ａの表面に付着する観察試料２５の量、個数、又は、単位
面積当たりの密度は、ポンプによって、流体導入管１２ａから流体セル１１の空洞部１１
ｅ内へ導入されて流体排出管１６から排出される海水の流量と時間との積、すなわち、総
流量が増加すればするほど増加し、総流量が減少すればするほど減少する。つまり、流体
導入管１２ａから流体セル１１内に導入されて流体排出管１６から排出される海水の総流
量に応じて、上部フィルタ部材１５ａに付着する観察試料２５の量が変化する。したがっ
て、前記ポンプの動作速度及び／又は動作時間を調整することによって、上部フィルタ部
材１５ａに付着する観察試料２５の量を調整することができる。
【００５４】
　そして、上部フィルタ部材１５ａの表面に付着した観察試料２５が所定の量となると、
流体セル１１の空洞部１１ｅ内に配設されているプローブユニット２１によって前記観察
試料２５を観察することができる。この場合、前記ポンプの作動を停止させ、スキャナで
あるフィルタ支持台１８を作動させてフィルタ保持部１４を流体セル１１に対して３次元
方向に変位させることによって、海水が充填（てん）された状態の空洞部１１ｅ内におい
て、上部フィルタ部材１５ａの表面に付着した観察試料２５をプローブユニット２１の探
針２１ｂに対して走査させ、前記観察試料２５を観察する。これにより、海水中に保持さ
れたままの状態の観察試料２５、すなわち、自然のままの状態の観察試料２５を観察する
ことができる。なお、前記探針２１ｂが取り付けられているカンチレバー２１ａの先端の
変位は、特許文献１～３等にも記載されているように、プローブユニット２１が海水中に
あっても、検出することが可能である。
【００５５】
　本発明の発明者は、実際に作成した試料台１０を備える原子間力顕微鏡を使用して、採
取した海水に含有される試料を実際に観察した。図４には、前記原子間力顕微鏡による撮
像写真が示されている。なお、前記海水は、沖縄トラフ・伊良部海丘海域の熱水域（水深
２０００〔ｍ〕）で採取された海水である。また、上部フィルタ部材１５ａは、孔径が約
０．２〔μｍ〕の孔を多数備えるメンブランフィルタである。
【００５６】
　図４（ａ）を観ると、上部フィルタ部材１５ａの備える複数の孔を観察することができ
る。また、図４（ａ）の要部を拡大した図４（ｂ）を観ると、上部フィルタ部材１５ａの
備える孔と孔との間の平滑な部分に試料が固定されていることが分かる。
【００５７】
　次に、前記試料台１０から観察済みの試料を排出する方法について説明する。
【００５８】
　図５は本発明の実施の形態における試料台から試料を排出する方法を説明する断面図で
ある。
【００５９】
　本実施の形態においては、試料の観察が終了すると、洗浄用流体を流体排出管１６から
フィルタ外空洞部１４ａ内へ導入し、前記洗浄用流体をフィルタ１５を通過させた後、流
体補助排出管１２ｂから排出することによって、前記フィルタ１５の表面に付着していた
観察済みの観察試料２５を前記フィルタ１５の表面から除去し、前記洗浄用流体とともに
流体セル１１から排出するようになっている。
【００６０】
　この場合、図示されない洗浄用流体供給源に他端が接続された管路の一端を前記流体排
出管１６に接続し、図示されない排出洗浄用流体収容部に他端が接続された管路の一端を
前記流体補助排出管１２ｂに接続するとともに、前記管路の少なくとも一方に流体ポンプ
を配設して、前記洗浄用流体の流体セル１１内への導入及び流体セル１１からの排出を行
うことが望ましい。
【００６１】
　なお、前記洗浄用流体は、気体であっても、液体であっても、気液二相流であってもよ
いが、前述のように試料を含有する流体が海水である場合には、純水、洗浄剤成分を含有
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する水等の洗浄液であることが望ましい。ここでは、前記洗浄用流体が洗浄液であるもの
として説明する。
【００６２】
　この場合、洗浄液を図示されないポンプによって送出し、図５における矢印Ｃで示され
るように、流体排出管１６の連通孔１６ａからフィルタ外空洞部１４ａ内へ導入する。該
フィルタ外空洞部１４ａ内へ導入された洗浄液は、下部フィルタ部材１５ｂ及び上部フィ
ルタ部材１５ａを通過して流体セル１１の空洞部１１ｅ内へ流入する。これにより、観察
試料２５は、上部フィルタ部材１５ａの表面から除去される。そして、前記洗浄液は、空
洞部１１ｅ内へ流入した後、図５における矢印Ｄで示されるように、観察試料２５ととも
に、流体補助排出管１２ｂから試料台１０の外部に排出される。
【００６３】
　なお、流体導入管１２ａは閉止されているものとする。また、流体補助排出管１２ｂが
省略されている場合には、流体導入管１２ａを開放し、空洞部１１ｅ内へ流入した洗浄液
を流体導入管１２ａから試料台１０の外部に排出するようにする。
【００６４】
　このようにして、試料台１０から観察済みの試料を排出した後、必要があれば、再度、
図３に示されるように、試料を含有した海水を導入して観察を行うことができる。
【００６５】
　なお、本実施の形態においては、フィルタ支持台１８がフィルタ保持部１４を走査する
ためのスキャナであって、上部フィルタ部材１５ａの表面に付着した試料をプローブユニ
ット２１の探針２１ｂに対して走査させる、いわゆるサンプルスキャン型である場合につ
いて説明したが、プローブユニット２１の探針２１ｂを上部フィルタ部材１５ａの表面に
付着した試料に対して走査させる、いわゆるティップスキャン型を採用することもできる
。例えば、カンチレバー２１ａの基端を流体セル１１に取り付けるプローブ固定部２２を
、Ｘ－Ｙ－Ｚピエゾステージ等から成るスキャナとすることによって、カンチレバー２１
ａの先端に取り付けられた探針２１ｂを上部フィルタ部材１５ａの表面に付着した試料に
対して走査させることができる。この場合、フィルタ保持部１４は、流体セル１１に対し
て変位可能である必要はない。
【００６６】
　また、本実施の形態においては、試料台１０の姿勢が、図１に示されるように、下板部
１１ｂによって構成される流体セル１１の下面に取り付けられたフィルタ１５の表面が水
平であって、かつ、上を向くような姿勢である場合について説明したが、前記試料台１０
の姿勢はいかなる姿勢であってもよい。例えば、前記試料台１０の姿勢は、フィルタ１５
の表面が水平であって、かつ、下を向くような姿勢、すなわち、上下が反転した姿勢であ
ってもよいし、フィルタ１５の表面が鉛直又は傾斜するような姿勢、すなわち、横向き又
は斜めの姿勢であってもよい。
【００６７】
　さらに、本実施の形態においては、原子間力顕微鏡によって試料の形態を観察する場合
について説明したが、フォースカーブを測定して試料の力学的特性を解析することもでき
る。
【００６８】
　このように、本実施の形態においては、流体に含有された試料の少なくとも一部が付着
するフィルタ１５を保持するフィルタ保持部１４が試料台１０の流体セル１１に取り付け
られている。したがって、「発明が解決しようとする課題」の項で説明した従来の試料台
のように、走査型プローブ顕微鏡とは別個の濾過装置を使用して、試料をフィルタ１５の
表面に吸着させる必要がない。また、手動でフィルタ１５を濾過装置から取り外して試料
台１０の流体セル１１に取り付ける必要もない。これにより、効率よく試料を観察するこ
とができる。
【００６９】
　また、作業者は、走査型プローブ顕微鏡の近くに居る必要がないため、遠隔操作で試料
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をフィルタ１５の表面に付着させて観察することができる。
【００７０】
　さらに、試料台１０は、流体セル１１と、流体セル１１に取り付けられたフィルタ保持
部１４とを備え、流体セル１１は流体導入管１２ａを含み、フィルタ保持部１４は流体排
出管１６を含んでいる。これにより、試料を含有する流体は、流体導入管１２ａから流体
セル１１内に導入され、フィルタ１５を通過した後、流体排出管１６から排出され、試料
の少なくとも一部はフィルタ１５に付着する。
【００７１】
　さらに、試料を含有する流体の総流量を調節することによって、フィルタ１５に付着す
る試料の量を調節することができ、所望の量の試料をフィルタ１５に付着させることがで
きる。
【００７２】
　さらに、試料を含有する流体を密閉空間である流体セル１１の空洞部１１ｅ内に保持す
ることができる。これにより、試料を流体中に保持したまま観察することができるので、
試料の種類に対する制約が低減される。例えば、試料が生細胞、ウイルス等であっても、
生理的条件下で観察することができる。
【００７３】
　なお、本発明は、走査型プローブ顕微鏡を遠隔的に操作し、流体に含有された微小な試
料を、簡便な動作で、採取し、固定し、観察することを可能とする。したがって、作業者
が立ち入ることが困難な環境においても、走査型プローブ顕微鏡による観察を行うことが
できる。例えば、海洋資源調査において走査型プローブ顕微鏡を海中に設置することによ
って、現場環境で採取した海水に含有される微小試料を観察することができる。したがっ
て、本発明は、海洋調査産業における資源探査装置として利用価値がある。
【００７４】
　また、走査型プローブ顕微鏡を液体流路の一部として組み込むことができるため、他の
液体流路を用いた分析装置と組み合わせて使用することができる。例えば、フローサイト
メータと組み合わせて使用することによって、細胞の性状をより精密に解析することがで
きる。したがって、本発明は、生物・医学分野の機器産業における生体試料の分析装置と
して利用価値がある。
【００７５】
　さらに、例えば、河川、湖沼等で採取した水、生活用又は産業用の上下水等の各種の液
体に含有される微生物、生体分子、粉塵、金属粒子、鉱物粒子、有機物粒子、無機物粒子
等を検出乃至観察することができる。さらに、例えば、屋内及び屋外の空気中を浮遊する
微生物、生体分子、粉塵、金属粒子、鉱物粒子、有機物粒子、無機物粒子等を検出乃至観
察することができる。したがって、本発明は、各種の産業分野又は保健衛生分野における
各種の検査装置、探査装置、分析装置等として利用価値がある。
【００７６】
　なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、試料台及び走査型プローブ顕微鏡に適用することができる。
【符号の説明】
【００７８】
１０　　試料台
１１　　流体セル
１２ａ　　流体導入管
１４　　フィルタ保持部
１５　　フィルタ
１６　　流体排出管
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１８　　フィルタ支持台
２１　　プローブユニット
２５　　観察試料
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